
� � (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�
�
�

�
	


�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

目

次

規

則

○
青
森
県
民
有
林
野
造
林
補
助
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

林

政

課)

…

�

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
(

高
齢
福
祉

保

険

課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
(

同

)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

同

)

…

�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

(
県
民
生
活

文

化

課)

…

�

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)
…

�

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

西
北
地
域

県

民

局)
…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

(

上
北
地
域

県

民

局)

…

�

規

則

青
森
県
民
有
林
野
造
林
補
助
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
七
号

青
森
県
民
有
林
野
造
林
補
助
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
民
有
林
野
造
林
補
助
規
則

(

平
成
十
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

森
林
環
境
保
全
直
接
支
援
事
業

第
二
条
第
一
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

環
境
林
整
備
事
業

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
民
有
林
野
造
林
補
助
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
度
分
の
補
助
金
か
ら

適
用
し
、
平
成
二
十
二
年
度
分
ま
で
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
河
川
環
境
会
議
―
北
東
北
発
・
た
ま
し
い
の
ふ
る
さ
と
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
祐

里

上
北
郡
野
辺
地
町

字
大
月
平
三
四
の

二
三

訪
問
介
護

訪
問
介
護
ふ

る
里

上
北
郡
野
辺
地
町

字
大
月
平
三
三
の

四

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
栄
惣
会

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
七
五
の
二

九
二

訪
問
介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

や
す
ら
ぎ
ケ

ア
ハ
ウ
ス

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
七
五
の
二

九
二

〃

社
会
福
祉
法

人
栄
惣
会

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
七
五
の
二

九
二

訪
問
入
浴

介
護

訪
問
入
浴
サ

ー
ビ
ス
や
す

ら
ぎ
ケ
ア
ハ

ウ
ス

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
七
五
の
二

九
二

〃

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

栄
惣
会

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
七
五
の
二

九
二

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン

タ
ー
な
ご
み

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
七
五
の
二

九
二

平
成

��

･

�･

�

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
祐

里

上
北
郡
野
辺
地
町

字
大
月
平
三
四
の

二
三

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
ふ

る
里

上
北
郡
野
辺
地
町

字
大
月
平
三
三
の

四

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
栄
惣
会

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
七
五
の
二

九
二

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

や
す
ら
ぎ
ケ

ア
ハ
ウ
ス

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
七
五
の
二

九
二

〃

社
会
福
祉
法

人
栄
惣
会

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
七
五
の
二

九
二

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護

訪
問
入
浴
サ

ー
ビ
ス
や
す

ら
ぎ
ケ
ア
ハ

ウ
ス

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
七
五
の
二

九
二

〃
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三

代
表
者
の
氏
名

鷹
山

彰
善

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
千
刈
一
丁
目
二
一
の
一
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
県
内
の
山
々
、
河
川
、
海
の
環
境
再
生
・
環
境
保
全
の
た
め
の
諸
活
動
を

通
じ
て
、
青
森
県
民
の
み
な
ら
ず
日
本
国
民
の
健
康
維
持
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、

青
森
県
は
観
光
立
県
宣
言
を
し
て
お
り
、
そ
の
観
光
事
業
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
も
、
当
法
人
は

観
光
立
県
宣
言
の
精
神
の
一
翼
を
担
う
も
の
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
お
い
ら
せ
サ
ポ
ー
ト
ハ
ウ
ス
Ｋ
の
家

三

代
表
者
の
氏
名

服
部

知
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
法
量
字
焼
山
六
四
の
二
二
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
三
八
上
北
周
辺
住
民
及
び
、
高
齢
者
・
障
害
者
・
児
童
・
そ
の
家
族
や
支
援
す

る
人
に
対
し
、
必
要
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
事
業
を
行
い
、
自
分
ら
し
く
生
活
で
き
る
社
会
の

構
築
を
目
指
す
と
と
も
に
、
地
域
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ね
こ
や
な
ぎ

三

代
表
者
の
氏
名

湖
東

正
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
戸
郡
南
部
町
大
字
下
名
久
井
字
剣
吉
前
川
原
一
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
南
部
町
及
び
地
域
に
在
住
す
る
心
身
に
障
害
の
あ
る
人
た
ち
と
そ
の
家
族
に
対

し
て
、
地
域
生
活
を
営
む
上
で
必
要
な
支
援
、
療
育
相
談
、
地
域
社
会
参
加
を
促
進
す
る
た
め
の

支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
全
て
の
人
が
豊
か
に
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の
実
現
を
目

指
し
、
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
竹
内
興
業

二

代
表
者
の
氏
名

竹
内

秀
子

青 森 県 報�����	
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三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
金
木
町
芦
野
三
六
五
の
六
六
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
〇
一
六
九
四
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
三
年
六
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
、
し
ゆ
ん
せ
つ
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
高
杉
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

高
杉

桂
吉

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字
太
刀
打
字
馬
繋
一
〇
の
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
〇
〇
三
六
五
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
三
年
六
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥

入
瀬
川
南
岸
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日

上
北
地
域
県
民
局
長

五
十
嵐

昭

彦
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

田
中

清
作

十
和
田
市
大
字
米
田
字
一
本
松
二
二

平
成
��･

�･

��

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


